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第２号様式 
寄 附 者 名 簿 

法 人 名 称 特定非営利活動法人かわさきし 事 業 年 度 
令和４年４月１日から 

令和５年３月 31日まで 
 

寄附者の氏名又は名称 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 寄 附 金 の 額 受 領 年 月 日 

川崎 一郎 川崎市川崎区××○丁目○番○号 500,000 円 ××年×月×日 

横浜 太郎 横浜市中区××○丁目○番○号 250,000 円 ××年×月×日 

相模原 洋子 相模原市中央区××○丁目○番○号 200,000 円 ××年×月×日 

幸 和子 川崎市幸区××○丁目○番○号 5,000 円 ××年×月×日 
中原 次郎 川崎市中原区××○丁目○番○号 3,000 円 ××年×月×日 
高津 明子 川崎市高津区××○丁目○番○号 3,000 円 ××年×月×日 
宮前 三郎 川崎市宮前区××○丁目○番○号 4,000 円 ××年×月×日 
匿名寄附  99,850 円 年  月  日 
少額寄附１２口  9,895 円 年   月   日 
 ※以下寄附者数に応じて記載 円 年  月  日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

  円 年   月   日 

小        計（ ×枚目／全 ×枚中） ○○○,○○○円  

合    計 ○○○,○○○円 

 
合計欄は、複数枚にわたる場合

には、最終頁のみ金額を記載 

施行規則で定めた様式です。川崎市以外

の様式では受理できません。 

受領年月日順

に記載 匿名で行われた寄附や、1,000 円に満

たない少額の寄附については、「住所

又は事務所の所在地」欄は空欄とし、

まとめて記載 

実績判定期間中の各事業年度につ

いて作成し、提出してください。 
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１ 注意事項 

○ 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの３か月以内に「前事業年度の寄附者名簿」を作成し、

作成の日から起算して５年間、主たる事務所と市内の事務所に備え置く必要があります。 
また、事業年度ごとに作成したこの寄附者名簿を、当該事業年度終了の日の翌日以後３か月を経過

する日から５年間、主たる事務所に保存しなければならないことが、地方税法施行規則（第１条の 16）

で定められています。 
○ 「地域における支持の実績」として、「3,000 円×50 人」又は「1,000 円×100 人」のいずれかの

基準を適用する場合は、この寄附者名簿の他に、「根拠資料としての寄附者名簿」を作成し、提出す

る必要があります。（詳しくは、「川崎市条例指定制度の手引き」第２章【表８】根拠資料としての

寄附者名簿の作成手順（例）、【表９】根拠資料としての寄附者名簿（例）を参照してください。） 


